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１ 事業実施の背景 

（１）三重県の現状 

 ①医療的ケアが必要な障がい児者の実数等 

 女性の晩婚化、出産年齢の高齢化などに伴いハイリスク分娩が増加する一方、医療の高

度化により救命率は改善しているため、医療的ケアを必要とする障がい児者（以下、「医療

的ケア児者」という。）が増加している。 

 三重県においては、医療的ケア児者の実数については正確に把握することができていな

い状況ではあるが、医療的ケアを必要とする障がい児（以下、「医療的ケア児」という。）

のうち就学児については、三重県教育委員会が特別支援学校だけでなく特別支援学級に通

う医療的ケア児も含めて把握している。また、未就学児については、母子保健担当課が市

町保健師に調査を行ったうえで、三重大学医学部附属病院小児トータルケアセンターが、

県内の医療機関等にも調査を行い、把握を試みた。 

その結果、医療的ケア児については、平成２８年度時点で、１６６人程度存在すること

がわかった。なお、このうち３８人程度が人工呼吸器を使用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害保健福祉

圏域 
医療的ケア児 

左のうち人工呼吸器

装着児 

桑名員弁 １７人 ４人 

四日市 ３６人 ８人 

鈴鹿・亀山 ２６人 ４人 

津 ４２人 １２人 

松阪多気 １６人 ４人 

伊勢志摩 ２０人 ３人 

伊賀 ６人 １人 

紀北 ２人 １人 

紀南 １人 １人 

  

  医療的ケア児 

  人口呼吸器装着

児 
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 しかし、三重県教育委員会が把握している６歳から２０歳までの医療的ケア児者は９９

人となっており、年齢分布についてはさらなる検証が必要である。 

 また、三重県では、主に身体障害者手帳１級と療育手帳Ａ１（最重度）を併せて所持す

る重症心身障がい児者について、平成２５年度から毎年調査を行っている。平成２８年４

月１日時点における重症心身障がい児者は８４０名であり、年々増加している。１８歳未

満が２１８人、１８歳以上が６２２人である。 

 

 ②医療的ケア児者を支援している地域資源 

 三重県における、医療的ケア児者を支援している障害福祉サービス事業所等の地域資源

は次のとおりである。 

 

医療型短期入所事業所 ６事業所 

障害児通所支援事業所※１ １４事業所 

日中一時支援事業所※１ ３０事業所 

小児の在宅医療に対応できる医療機関※２ ２０医療機関 

小児の在宅医療に対応できる訪問看護ステーション※２ ４１事業所 

※１ 平成２６年６月現在。三重大学医学部附属病院小児トータルケアセンターとの共同調査結果において、「保護者の

付添いがなくても利用可能」と回答した事業所数。 

※２ 平成２８年８月現在。三重大学医学部附属病院小児トータルケアセンターの調査結果による。 

 

 医療的ケア児者を支援する地域資源の必要量について、正確に把握することはできてい

ないところではあるが、県内のどの市町においても必要なサービスを十分に受けることが

できているとは言い難く、地域資源が不足している状況であると思われる。 

 

 

（２）三重県における平成２７年度までの主な取組 

①小児在宅医療分野における主な取組 

 三重県では、平成２３年度から平成２５年度には、三重大学医学部附属病院小児在宅医

療支援部（現三重大学医学部附属病院小児トータルケアセンター）において、多職種によ
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る研究会の開催や現地学習などを通して、医療機関から在宅への移行時や、その後の在宅

医療に関わる人材の育成等を行った。この取組を通して得られた課題等を踏まえ、三重県

保健医療計画（平成２５～２９年度）において、小児在宅医療を今後の取組のひとつとし

て掲げ、小児在宅医療に関わる支援者のネットワーク構築に取り組むこととした。 

 このような中、厚生労働省医政局が実施した小児等在宅医療連携拠点事業を平成２５、

２６年度に受託した。当該事業では、県の北勢地域に属する２つの地域をモデル地域とし

て選定し、主に、対象となる小児の把握、体制づくり、家族支援、教育・福祉との連携に

取り組んだ。平成２７年度以降も、当該事業の取組を三重県全体に水平展開していくため

の取組を行っている。 

 

②障がい福祉分野における主な取組 

 小児等在宅医療連携拠点事業の実施結果を踏まえ、第４期障害者計画であるみえ障がい

者共生社会づくりプラン（平成２７～２９年度）において、医療的ケア児者の地域生活支

援のための体制強化について記載し、障がい福祉分野においても医療的ケア児者の支援に

取り組むこととした。その取組のひとつとして、平成２７年度に、三重県障害者自立支援

協議会に医療的ケア課題検討部会を設置し、医療的ケア児者の地域生活における課題の整

理と、それに対する具体的方策について協議を行った。 

 

（３）取り組むべき課題 

これまでの取組を通して、今後取り組むべき課題を次のとおり整理した。 

①多職種による途切れのない支援等が可能となる体制整備 

 ・医療、福祉、保健、教育、行政等の顔の見える関係づくり 

②医療的ケア児者の支援者の人材育成、人材確保 

 ・看護師や介護士など医療的ケアを行う支援者のための研修 

・相談支援専門員など支援全体のコーディネーターのための研修 

 ・医療的ケアに関する啓発や理解促進 

③障害福祉サービス事業所等の受入体制整備 

 ・看護師の配置などによる医療との連携体制の確保 
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 ・送迎サービスや通学支援など移動方法の確保 

 ・医療的ケア児者の実数やニーズの把握 

 

①多職種による途切れのない支援等が可能となる体制整備 

 医療的ケア児者の地域生活においては、医師や看護師などの医療分野、相談支援専門員

や障害福祉サービス等の介護士などの福祉分野、保健師などの保健分野、学校の教員など

の教育分野、市町村や児童相談所のケースワーカーなどの行政分野といった幅広い分野の

関係機関が支援を行う必要がある。また、年齢によって、支援全体のコーディネーターが

変わったり、支援者が変わったりすることもある。 

 そのため、医療的ケア児者への一貫した継続的な支援を行うためには、多職種の支援者

が情報共有や意見交換を行うための顔の見える関係を構築することが必要である。なお、

医療的ケア児者の実数は多くはないことや、医療的ケア児者を支援している障害福祉サー

ビス事業所等が少ないことなどから、医療的ケア児者の支援は市町の域を超えて行われて

いると思われるため、顔の見える関係の構築にあたっては、概ね障害保健福祉圏域ごとに

構築する必要がある。 

 

＜三重県における連携体制のイメージ＞ 

 
 

②医療的ケア児者の支援者の人材育成、人材確保 

 三重県においては、喀痰吸引等研修の受講者が減少傾向にあり、認定特定行為業務従事

訪問診療・訪問薬局

診療所・在宅療養支援診療所

相談支援事業所

特別支援学校等

療育センター障害児入所施設

基幹病院・救命救急センター

訪問看護・訪問リハビリ

障害福祉サービス事業所・

障害児通所支援事業所

各障害保健福祉圏域

市町

医療的ケア児者とその家族

多職種の顔の見える関係

個別支援会議等 ニーズ・課題把握

県

障害者自立支援協議会

医療的ケア課題検討部会

県庁内関係各課等

三重大学医学部附属病院

小児トータルケアセンター

連

携

関係機関

支援

地域（自立支援）

協議会
情報共有
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者が不足しているという指摘がある。また、喀痰吸引等研修を修了しても、実際には、特

定行為を実施していない介護士も存在している。 

看護師については、人口１０万対就業看護師数の全国平均を下回るなど、看護師そのも

のが不足している。医療的ケアが出来る看護師は限られており、中でも小児に対応出来る

看護師はさらに限られている。他都道府県の状況と比較しても、医療的ケアが出来る看護

師を確保していく必要がある。 

また、幅広い分野の関係機関が医療的ケア児者の支援を行うため、支援全体のコーディ

ネーターが必要である。その役割を担うのは、相談支援専門員や医療ソーシャルワーカー、

看護師である場合が多いが、支援全体のコーディネートを行うためには、医療・福祉等の

関係分野についての一定の知識が必要であることから、コーディネーターの育成を行って

いく必要がある。なお、医療的ケア児者の実数は多くはないため、コーディネートのノウ

ハウが蓄積されにくく、コーディネーターが十分な支援を行うことが難しい場合もある。

そのため、例えば基幹相談支援事業所ごとにコーディネーターのスーパーバイズを行う者

を配置するなどして、コーディネーターの支援が可能となる体制を整備することも必要で

ある。 

さらに、医療的ケア児者の支援者を増加させていくためには、医療的ケアそのものに関

する知識や、医療的ケア児者の地域生活の実態について啓発し、理解促進を図っていく必

要がある。 

 

③障害福祉サービス事業所等の受入体制整備 

 医療的ケア児者の地域生活においては、様々な障害福祉サービス等を利用することが想

定されるが、医療的ケア児者を支援している障害福祉サービス事業所等は少ない。通所支

援サービスや移動支援サービスを医療的ケア児者に提供するにあたっては、看護師の配置

などにより、医療との連携体制を確保することが必要である。この課題を解決するために

は、前述した医療的ケア児者の支援者の人材育成、人材確保を行うほか、例えば医療的ケ

ア児者にサービスを提供したことを評価する仕組みの創設などにより、障害福祉サービス

事業所等における運営上の問題を解決する必要がある。 

また、重症心身障がい児者には該当しない医療的ケア児者の支援制度が存在しないこと
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も、医療的ケア児者を支援している障害福祉サービス事業所等が少ない理由のひとつであ

ると考えられる。 

通学支援については、三重県においては、地域生活支援事業における移動支援サービス

が原則通学には利用出来ない市町がほとんどであることや、看護師の配置に係る公的な制

度が存在しないため、解決方法を検討していく必要がある。 

 なお、医療的ケア児者を支援する障害福祉サービス事業所の必要量を把握するためには、

医療的ケア児者の実数やニーズを把握することが必要である。 

 

 

２ 事業による取組 

（１）実施体制 

①実施方法 

前述した課題を解決していくため、医療的ケア児者が地域で安心して生活していけるた

めに必要な地域支援体制の構築を目的とした「平成２８年度医療的ケアを必要とする障が

い児・者の支援拠点構築事業」を実施し、医療的ケア児者の支援を行う障害福祉サービス

事業所等を拠点として位置付け、多職種による途切れのない支援等が可能となる体制と、

障害福祉サービス事業所等の受入体制の整備に取り組むこととした。当該事業の一部を「平

成２８年度重症心身障害児者支援体制整備モデル事業」の対象とした。 

三重県においては、地域によって医療的ケア児者をとりまく環境が大きく異なるため、

医療的ケア児者の地域支援体制の構築にあたっての手法も様々であると考えられた。医療

的ケア児者の支援の地域における拠点となる施設を中心とし、地域の（自立支援）協議会

と連携したうえで、より地域支援の現場に根ざした継続可能な支援体制を構築するため、

事業の実施にあたっては、企画提案コンペにより実施事業者を選定した。その結果、本事

業を独立行政法人国立病院機構三重病院（以下、「三重病院」という。）に委託することと

なった。また、事業の実施地域については、三重県の障害保健福祉圏域を単位として、津

圏域、鈴鹿・亀山圏域、伊賀圏域と設定した。 
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＜平成２８年度医療的ケアを必要とする障がい児・者の支援拠点構築事業の概要＞ 

 
 

②協議の場の設置 

 本事業を実施するにあたって、「医療的ケアを必要とする障がい児・者の支援拠点構築事

業委員会」（以下、「事業委員会」という。）を設置し、事業実施に関する助言等を得ること

とした。また、医療的ケア課題検討部会と同時開催し、本事業の三重県全体への水平展開

については、医療的ケア課題検討部会で協議した。 

 事業委員会及び医療的ケア課題検討部会の委員及び開催状況は次のとおりである。 

 

＜委員＞ 

所属機関 職名、職種 

当事者・当事者家族 特別支援学校小学部児童保護者 

大学病院 小児科医師 

基幹病院 医療ソーシャルワーカー 

医療型短期入所事業所 医療ソーシャルワーカー 

訪問看護ステーション 管理者（看護師） 

障害福祉サービス等事業所 法人代表 

障害福祉サービス等事業所 管理者 

市町村 保健師 

特別支援学校 進路指導担当教諭 

 

 

（１）①ネットワークの構築

（１）③他の地域への助言等

（２）③医療的ケアの技術の指導等

利用

訪問診療・

訪問薬局

診療所・

在宅療養支援診療所

地域の相談支援事業所

特別支援学校等

療育センター

障害児入所施設

基幹病院・

救命救急センター

訪問看護・

訪問リハビリ

地域の障害福祉サービス事業所・障害

児通所支援事業所

三重病院

（事業受託者）

（２）②看護師の派遣

相談支援専門員、ＭＳＷ等の

コーディネーター

支援が出来る事業所を増加させる。

利用

医療的ケアが必要な

障がい児・者

（２）①研修会の開催

コーディネーターのスキル

アップを図るとともに、ネッ

トワークを活性化させる。

多職種による支援

（１）②現状の把握

多職種の連携による途切れのない支援を目指す。全県的にネットワークの構築を促す。

拠点で人材育成を行うととも

に、支援人数を増加させ、受

入体制の強化を図る。

スーパーバイザー

津、鈴鹿・亀山、伊賀圏域

市町
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＜開催状況＞ 

 日程 議題 

第１回 ９月１３日 

・事業の進捗、実施内容等について 

・新事業の全県展開について 

・支援者の人材育成、医療的ケアの支援の普及・理解促

進について 

第２回 １２月１２日 

・事業の進捗状況等について 

・新事業の全県展開について 

・短期入所について 

・移動支援、通学支援について 

 

③スーパーバイザーの配置 

 地域支援体制の構築を間接的に支援するため、次のとおりスーパーバイザーを三重病院

に配置した。 

 

配置人数 １名（常勤兼務） 

職種 医療ソーシャルワーカー 

医療的ケア児者の支援年数 １８年 

所有資格 
認定社会福祉士（医療分野）、精神保健福祉

士、サービス管理責任者 

  

 認定社会福祉士（医療分野）の資格を持ち、医療ソーシャルワーカーとして医療機関で

医療的ケア児者の支援に携わった経験から、医療と福祉の橋渡しに非常に適した人材であ

った。 

 スーパーバイザーの取組みとして、医療的ケア児者の支援を行う相談支援専門員や医療

ソーシャルワーカー、障害福祉サービス事業所等と連携し、医療と福祉の両方の観点から、

その支援に協力することとした。 
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（２）地域に対する支援 

①医療、福祉、保健、教育、行政等の顔の見える関係づくり 

ア 地域（自立支援）協議会への働きかけ 

 多職種による途切れのない支援等が可能となる体制整備にあたって、地域支援の現場に

根ざした継続可能な支援体制を構築するためには、地域（自立支援）協議会との連携が必

要不可欠であると考えた。前述した事業実施地域のうち、津圏域においてのみではあるが、

地域（自立支援）協議会である津市地域自立支援協議会の事務局である津市障がい者相談

支援センター（津市障害者相談支援事業所）と津市に事業の趣旨を説明したところ、事業

の実施にあたっての協力を得られることとなった。 

また、障がいのある方の地域生活における課題全般を検討するくらしワーキンググルー

プと、相談支援事業所の資質向上を目的に、課題の検討や情報共有を行う相談支援ワーキ

ンググループにスーパーバイザーが参加することとなり、地域（自立支援）協議会と地域

の医療機関との連携体制を構築することができた。 

 

イ 事例検討会の開催 

 医療、福祉、保健、教育、行政等の顔の見える関係づくりのための具体的な取組として、

事例検討会を行った。対象地域の関係機関に声をかけ参加者を募ったところ、参加者は以

下のとおりであった。 

 

職種 参加者数 

医師 ３名 

看護師 １９名 

理学療法士 ４名 

作業療法士 ２名 

はり・きゅう・あん摩マッサージ師 １名 

医療ソーシャルワーカー １名 

相談支援専門員 ２３名 

保育士・指導員・保健師・介護福祉士 ９名 
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教諭 ４名 

行政 ６名 

県議会議員 １名 

合計 ７３名 

 

 事業実施地域で生活する医療的ケア児を医療と福祉が連携しながら支援を行っている事

例について、三重病院から１ケース、津市障がい者相談支援センターから１ケース紹介し

た。参加者をあらかじめ多職種が混合したグループに分けたうえで、この２つのケースに

おいて、どのような関係機関と連携し、どのような支援を行うかということについて、グ

ループごとに検討を行った。 

 参加者のアンケートによると、事例検討会を継続して開催し、成功例の紹介や事例の募

集をしてほしいという声や、多職種による意見交換を通して学ぶことが多く有意義であっ

たという声が寄せられ、効果的な手法であったのではないかと思われる。 

また、事例検討会は、医療的ケア児者とその家族の地域生活の実態やその課題について

関係機関で共有し、課題の解決方法を検討する機会であるとともに、課題を完全に解決す

ることが難しいことは多いが、自分に出来る精一杯の支援をしようという気持ちを起こさ

せ、支援者のモチベーションを高めるほか、新たな支援者を開発することができる機会で

もあり、医療的ケアの啓発や理解促進の取組ともなるのではないかと考えられる。 

 

＜会議の様子＞ 
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ウ スーパーバイザーの活動 

 医療的ケア児の保護者から、市障害者相談支援事業所に相談があったことがきっかけで、

新たに医療的ケア児を支援する障害児通所支援事業所の開発に取り組んだ。 

 具体的には、保護者が利用したい障害児通所支援事業所の現状では医療的ケア児の受入

れが困難であったことから、当該障害児通所支援事業所の訪問等を行い、課題の整理やそ

の解決に向けた協力を行った。 

 

②地域資源等の調査 

ア 調査の概要 

 医療的ケア児者を支援している地域資源等の実態を把握するとともに、多職種の顔の見

える関係づくり等に活用するため、以下のとおり調査を行った。 

 

調査対象施設 

・障害福祉サービス事業所（一部サービスを除く）、障害者支援施設、障

害児通所支援事業所、障害児入所支援事業所（以下、「障害福祉サービ

ス事業所等」という。） 

・一般相談支援事業所、特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所（以

下、「相談支援事業所」という。） 

調査期間 
平成２９年２月 

（平成２９年２月１日時点について調査） 

調査方法 調査票の郵送 

回収率 
・障害福祉サービス事業所等 ４８.３％（２７０事業所／５５９事業所） 

・相談支援事業所 ６１.８％（８９事業所／１４４事業所） 

調査項目 

・医療的ケア児者の利用の有無 

・支援している医療的ケア児者の年齢 

・支援している医療的ケア児者が必要とする医療的ケアの内容 

・支援している医療的ケア児者が利用しているサービス（障害福祉サー

ビス等事業所のみ）（複数回答） 

・医療的ケア児者のサービス等利用計画等作成の課題等（相談支援事業
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所のみ）（複数回答） 

・医療的ケア児者の支援が困難な場合の理由（複数回答） 

・希望する研修会の内容（複数回答） 

 

イ 調査の結果 

 調査の結果を以下のとおり取りまとめた。詳細な分析を進め、今後の取組に活用してい

きたい。 

 

＜利用の有無＞ 

 医療的ケア児者の受入れが可能な事業所の割合は、障害福祉サービス事業所等は３６.

３％、相談支援事業所は６６.３％であった。障害福祉サービス事業所等については、利用

できる事業所が３割程度に留まっており、受入体制整備を進めていく必要がある。 

 

障害福祉サービス事業所等 相談支援事業所 

回答数 割合 回答数 割合 

いる ９１ ３３.７％ ５５ ６１.８％ 

現在はいないが、受入可能

である。 
７ ２.６％ ４ ４.５％ 

いない。または、受入が難

しい。 
１７２ ６３.７％ ３０ ３３.７％ 

全体 ２７０  ８９  

 

＜年齢＞ 

 相談支援事業所を利用する医療的ケア児者の年齢は、就学前及び就学児（０歳から１８

歳）が１１７人、成人（１８歳以上）が４４９人であり、全体で５６６人であった。年齢

層ごとの割合では、どの年齢も概ね同程度の割合であった。 また、通常、複数の相談支

援事業所を利用していることは考えられないことから、１事業所あたり平均約１０名の医

療的ケア児者を支援していることとなる。 
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障害福祉サービス事業所等 相談支援事業所 

回答数 割合 回答数 割合 

就学前 

（０～６歳） 
６３ ７.８％ ４３ ７.６％ 

就学児 

（６～１８歳） 
１０８ １３.３％ ７４ １３.１％ 

成人① 

（１８歳～６４歳未満） 
５３９ ６６.５％ ３９７ ７０.１％ 

成人② 

（６５歳以上） 
１０１ １２.５％ ５２ ９.２％ 

全体 ８１１  ５６６  

 

＜医療的ケアの内容＞ 

 本項目については、前項目で回答された者の一部について回答したと推察される。障害

福祉サービス事業所等と相談支援事業所どちらにおいても、口腔、鼻腔からの痰の吸引、

摘便、発作時の坐薬投入、経管栄養（胃瘻）が主な内容であった。 

 

障害福祉サービス事業所等 相談支援事業所 

回答数 回答数 

人工呼吸器の管理 １７ ２１ 

気管切開部の処置 ２８ ３２ 

鼻咽頭エアウェイの使用 １５ ６ 

Ｏ２吸入又はＳｐＯ２の

測定及び管理 
４０ ２８ 

気管切開からの痰の吸引 ３９ ２８ 

口腔、鼻腔からの痰の吸引 ５９ ３３ 

ネブライザーの使用 ２６ １３ 

摘便 ５４ ３３ 
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浣腸の使用 ４３ ２４ 

継続する透析(人工透析) １２ １４ 

継続する透析(腹膜透析) ４ ３ 

人工肛門の管理 ２６ １１ 

発作時の坐薬投与 ５６ ３０ 

経管栄養（経鼻） ３０ １８ 

経管栄養（胃瘻） ５９ ３５ 

経管栄養（腸瘻） ２２ ６ 

ＩＶＨ（中心静脈栄養）の

使用 
１１ １ 

導尿 ３８ ３２ 

その他 ７ ２ 

 

＜利用しているサービス（障害福祉サービス事業所等のみ）＞ 

 最も利用されているサービスは生活介護で５６.７％であった。ほかの通所系サービスで

は短期入所の割合が高く、１５.８％であった。また、訪問系サービスである居宅介護も比

較的多く利用されている。 

また、障害児入所支援は３０人、療養介護は１３８人、障害者入所支援は２８８人が利

用しており、合わせて４５６人が施設や病院で生活している。 

 回答数 割合 

居宅介護  ８８ １０.９％ 

重度訪問介護  ５ ０.６％ 

短期入所（宿泊）  １０７ １３.２％ 

短期入所（日帰り）  ２１ ２.６％ 

療養介護  １３８ １７.０％ 

生活介護  ４６０ ５６.７％ 

障害者入所支援  ２８８ ３５.５％ 
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共同生活援助 ４ ０.５％ 

児童発達支援 ２９ ３.６％ 

児童発達支援センター ３８ ４.７％ 

放課後等デイサービス ８０ ９.９％ 

保育所等訪問支援 ８ １.０％ 

障害児入所支援（福祉型） １３ １.６％ 

障害児入所支援（医療型） １７ ２.１％ 

日中一時支援 ２２ ２.７％ 

移動支援 ５５ ６.８％ 

訪問入浴 ３ ０.４％ 

全体 ８１１  

 

＜サービス等利用計画等作成の課題等（相談支援事業所のみ）＞ 

 ７６.４％が医療的ケア児者が利用出来る障害福祉サービス事業所等が少ないこと、５６.

４％が医療関係者との連携や関わりと回答している。障害福祉サービス事業所における受

入体制整備や多職種の顔の見える関係づくりを進めていく必要がある。 

 回答数 割合 

家族との関わり  １８ ３２.７％ 

医療関係者との連携や関わり ３１ ５６.４％ 

幼稚園、保育園、学校との連携や関わり ８ １４.５％ 

医療制度や手続がわからない １１ ２０.０％ 

医療的なことを相談できる病院等の専門

的な相談機関がない 
１３ ２３.６％ 

福祉サービスには結びつかないことが多

い 
８ １４.５％ 

病院、市町、相談支援等による協議の場が

ない 
８ １４.５％ 
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医療的ケア児者が利用出来る事業所が少

ない、またはない 
４２ ７６.４％ 

短期入所事業所が少ない、またはない ４４ ８０.０％ 

全体 ５５  

 

＜支援が困難な場合の理由＞ 

 障害福祉サービス事業所等においては、看護師の確保が難しいことが７０.９％と最も高

い割合を占めた。また、設備不足や、職員の研修費用や代替の人材確保、夜間体制の整備

が大きな課題であることがわかった。なお、相談支援事業所については、当該事業所にお

ける理由だけでなく、障害福祉サービス事業所等の他の地域資源における理由についても

回答したと推察される。 

 

障害福祉サービス事業所等 相談支援事業所 

回答数 割合 回答数 割合 

利用の希望や相談がない ８３ ４８.３％ ２２ ７３.７％ 

看護師の確保が難しい １２２ ７０.９％ ２５ ８３.３％ 

医師・医療機関との連携が

難しい 
５８ ３３.７％ １２ ４０.０％ 

医療的ケア中の事故等の

リスクが大きい  
６９ ４０.１％ １６ ５３.３％ 

福祉制度の課題（報酬不足

など運営に関する課題） 
４９ ２８.５％ １３ ４３.３％ 

職員の研修等の費用の捻

出、人員の確保が難しい 
９８ ５７.０％ １９ ６３.３％ 

受入れのための職員に必

要な研修を受講する機会

がない 

６０ ３４.９％ ５ １６.７％ 

設備の不足 １０３ ５９.９％ １７ ５６.７％ 

夜間体制（主に職員）の問 ８８ ５１.２％ １４ ４６.７％ 



17 

題 

送迎の問題 ４８ ２７.９％ １０ ３３.３％ 

その他 ０ ０％ ２ ６.７％ 

全体 １７２  ３０  

 

＜希望する研修会の内容＞ 

 医療的ケアの基礎知識については、障害福祉サービス事業所等においても相談支援事業

所においても９０％以上が希望している。また、その他についてもいずれも希望が多数で

あった。 

 

障害福祉サービス事業所等 相談支援事業所 

回答数 割合 回答数 割合 

医療的ケアの基礎知識 １２５ ９０.６％ ５７ ９１.９％ 

医療制度 ５２ ３７.７％ ３７ ５９.７％ 

リハビリ(姿勢・摂食等) ７８ ５６.５％ ２４ ３８.７％ 

発達・療育活動（遊び） ５８ ４２.０％ ３３ ５３.２％ 

医療的ケア児者を支援する

福祉施設の見学 
６５ ４７.１％ ３５ ５６.５％ 

当事者からの話（親の体験

談） 
４８ ３４.８％ ２３ ３７.１％ 

全体 ４２６  ６２  

 

③相談支援専門員など支援全体のコーディネーターのための研修 

 相談支援専門員や医療ソーシャルワーカー、看護師などコーディネーターとしての役割

を担うと考えられる職種の資質向上を目的とし、以下のとおり研修会を開催した。 

 研修プログラムの策定や資料の作成にあたっては、平成２７年度厚生労働科学研究にお

いて開発・作成された重症心身障害児者等コーディネーター育成研修及び重症心身障害児

者等支援者育成研修のテキストを活用した。 

 また、異なる職種間で専門的な意見交換を行いながらサービス等利用計画の作成を行う
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グループワークや、医療的ケア児者を支援する施設において実際の支援の見学を行うこと

で、医療的ケア児者を支援したことがない方も、実際の支援のイメージを持てるよう工夫

した。 

 

＜研修プログラム＞ 

内容 講師等 

総論 

１．支援の目的 

２．コーディネーターのあり方 

３．家族を理解するための視点 

４．多職種との連携・ネットワーク作り 

医療ソーシャルワーカー 

医療 

１．障がいのある子どもの成長と発達の特徴 

２．疾患の特徴（生理含む） 

３．日常生活における支援 

４．急変・緊急時の対応、突然死 

小児科医、看護師（重心病棟） 

福祉制度・福祉資源 

１．支援の基本的枠組み 

２．制度 

３．児童虐待 

市障害者相談支援事業所長 

訪問看護 

１．訪問看護のしくみ 

２．重症心身障がい児（者）の家族看護 

３．当事者の思い、ニーズ 

訪問看護師 

ライフステージにおける支援 

１．支援の要点 

２．遊び、子どもらしさ、保育、療育など 

看護師（退院調整） 

演習・事例検討（サービス等利用計画の作成） 相談支援専門員 
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施設見学 
ＮＩＣＵ、訪問看護ステーション、

生活介護事業所 

 

＜参加者＞ 

職種 参加者数 

相談支援専門員 ９名 

医療ソーシャルワーカー ２名 

看護師 ５名 

合計 １６名 

 

＜講義の様子＞              ＜施設見学の様子＞ 

     

 

 

３ 今後の展開 

（１）多職種による途切れのない支援等が可能となる体制整備 

 本事業において、医療、福祉、保健、教育、行政等の顔の見える関係づくりに向け、そ

の契機とするための事例検討会を開催したところではあるが、今後、サービス等利用計画

作成時や退院時カンファレンスなどの実際の支援の機会を通じ、多職種が連携した支援を

繰り返すことではじめて、強固な連携体制が構築されていくものであると考える。 

 三重県としては、次年度も、医療、福祉、保健、教育、行政等の顔の見える関係づくり

のきっかけ作りを行うとともに、多職種が連携して支援することの重要性について啓発す

ることで、多職種による途切れのない支援等が可能となる体制整備を推進していく予定で

ある。 
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 また、多職種の連携による支援の中で行政が果たすべき役割として、医療的ケア児者の

直接の支援者の努力のみでは解決出来ない課題について、それらを適切に把握し、その解

決方法を検討していくことが求められている。三重県では、次年度も医療的ケア課題検討

部会を開催し、医療的ケア児者の地域生活における課題の整理と、それに対する具体的方

策について協議を行い、施策に反映できるよう努めていく。 

 

 

（２）医療的ケア児者の支援者の人材育成、人材確保 

 本事業において、相談支援専門員や医療ソーシャルワーカー、看護師などコーディネー

ターとしての役割を担うと考えられる職種の資質向上のための研修会を開催し、医療・福

祉等の関係分野についての一定の知識を得られる機会を設けた。三重県相談支援専門員従

事者初任者研修においては、医療的ケア児者の支援に関する講義を新たに追加した。今後、

習得した知識を活用し、実際の支援に結び付けていくためには、多職種による途切れのな

い支援等が可能となる体制を整備する必要があり、これらの取組を同時に推進していくこ

とが重要である。 

 また、相談支援専門員については、医療的ケア児者の支援全体のコーディネートを通し

て、医療的ケア児者の地域生活における課題を抽出し、地域（自立支援）協議会に伝えて

いくことや、新たな地域資源を開発することなど、医療的ケア児者の地域支援体制を構築

する中で特に重要な役割を担っている。そのため、次年度も相談支援専門員に重点を置き

ながら、コーディネーターの資質向上のための研修会を開催する予定である。 

 なお、医療的ケア児者の実数が多くはないことから、全ての相談支援専門員等が医療的

ケア児者の支援全体のコーディネートを行う必要はないとも思われる、医療的ケア児者を

支援している地域資源の把握を行い、医療的ケア児者を支援している相談支援専門員等に

絞って、人材育成を行うことも有効であると考えられる。 

 

 

４ おわりに 

 平成２８年６月３日に施行された児童福祉法第５６条の６第２項により、地方公共団体

は、医療的ケア児の支援に関する関係分野の連携の一層の推進を図るよう努めることとさ
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れた。医療的ケア児者の地域生活における課題は山積しているが、関係分野が連携してそ

の解決にあたらなければならないものは非常に多い。三重県では、小児等在宅医療連携拠

点事業を契機に、県庁内の関係各課等が集まり情報共有等を行う場として、小児在宅医療

ワーキンググループを開催している。今後も、関係分野の連携を密にしたうえで、医療的

ケア児者の地域支援体制の構築に向け努力していきたい。 

 また、児童福祉法第５６条の６第２項のほか、障害者総合支援法第２条第１項に規定さ

れているように、市町村においても医療的ケア児者を支援するための取組が行われるべき

であり、県内市町にも、医療的ケア児者の地域支援体制の構築の推進をお願いしていきた

い。 
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５ 参考資料 

平成２８年１０月２０日 

 

 

第 1 回 中勢及び鈴鹿・亀山圏域医療的ケア支援ネットワーク研修 次第 

 

 

 

 （あいさつ） 

 

 

 （事例紹介）・・・ 18:40～19:10 

     事例紹介① 

 津市障がい者相談支援センター  

 

        

事例紹介② 

  国立病院機構三重病院  

 

 

       

 （グループワーク）19:10～20:05  

     テーマ：「自分の地域に同じような事例があった場合、どのような支 

援を行いますか」  

 

 

      

 （全体討論会）・・ 20:05～20:20  

         

 

 

 

 （アンケート、連絡事項）20:20～ 
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重症心身障がい支援者、コーディネーター等育成研修プログラム 

 
＜日 時＞平成２８年１２月５日（月）、６日（火） 

     平成２９年２月１３日（月）、１６日（木） 

＜場 所＞三重病院、各見学施設 

＜目 的＞ 

1. 重症心身障がい児支援に関する医療的ケアの福祉、多職種連携等について基礎的知識の

習得を目指す。 

2. 事例検討により、各職種、各施設からの専門的な意見交換を行なうことで、重症心身障

がい児（者）等のためのサービス利用計画作成等の参考とする。 

 

【１日目】 

時間 内容 担当 

8:30～8:45 受付  

8:45～9:00 オリエンテーション 教育研修係

長 

9:00～9:30 総論 

1. 支援の目的 

2. コーディネーターのあり方 

3. 家族を理解するための視点 

4. 多職種との連携・ネットワーク作り 

ＭＳＷ 

 9:30～10:30 医療 

1. 障がいのある子どもの成長と発達の特徴 

2. 疾患の特徴（生理含む） 

小児科部長 

10:30～12:30 

 

 

 

医療 

1. 日常生活における支援 

（重症心身障がい児（者）病棟見学含む） 

2. 急変・緊急時の対応、突然死 

5 病棟職

員、教育研

修係長 

12:30～13:30 休憩・昼食  

13:30～14:30 福祉制度・福祉資源 

1. 支援の基本的枠組み 

2. 制度 

重症心身障がい児（者）の計画相談に必要な福祉制度・福祉

資源、特にその地域特有の制度等 

3.児童虐待 

津市障がい

者相談支援

センター  

14:30～15:30 1. 訪問看護のしくみ 

2. 重症心身障がい児（者）の家族看護 

3. 当事者の思い、ニーズ（本人・家族の QOL をどのようにと

らえるか） 

訪問看護

ST 

15:30～16:30 ライフステージにおける支援 

1.NICU からの移行や、学童期、成人期それぞれの支援の要点 

退院調整看

護師長 

16:30～17:00 2.遊び、子どもらしさ、保育、療育など 指導室 
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【２日目】 

時間 内容 担当者 

9:00～12:00 1.NICU 見学 施設名：国立病院機構 三重中央医療センター 

            住所：津市久居明神町２１５８－５ 

【目的】 

NICU の施設や状況（課題や要望）を把握し、支援計画の作成に

いかす。 

 

2.訪問看護ステーション見学：県看護協会  

ナーシングヒル・なでしこ 

           住所：津市森町字上山田２０１９－７ 

【目的】 

重症心身障がい児（者）の訪問看護の状況（課題や要望、家族の

思い等）を把握し、支援計画の作成や今後の連携の参考とする。 

 

3.介護事業所見学：聖マッテヤ会 生活介護事業所ひかり 

            住所：津市産品字中の谷７３２－１ 

【目的】 

重症心身障がい児（者）の支援の状況（課題や要望等）を把握し、

支援計画の作成や今後の連携の参考とする。 

 

＊各施設 1 時間程度の見学とし、3 施設の中から 2 施設見学 

 

14:00～16:00 事例検討会 

実際のアセスメント用紙・支援計画について意見交換 

・アセスメント用紙説明（45 分） 

・支援計画について意見交換（45 分） 

・グループ発表（15 分） 

 

津市障がい

者相談支援

センター 

16:00～16:30 修了式（修了証発行） 
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事務連絡 

平成２９年１月３１日 

各計画相談支援等事業所 様 

各障害福祉サービス等事業所 様 

三重県健康福祉部障がい福祉課 

（独）国立病院機構三重病院 

 

「医療的ケアを必要とする障がい児・者」にかかる 

地域資源等の把握に関するアンケート調査について 

 

拝啓時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素は、県内の医療及び障害福祉サービスにご尽力いただき厚く御礼申し上

げます。 

女性の晩婚化、出産年齢の高齢化などに伴いハイリスク分娩が増加する一方、

医療の高度化により救命率は改善していることから、医療的ケアを必要とする

障がい児・者（以下、「医療的ケア児者」という。）が増加しています。 

そのため、三重県では、医療的ケア児者とその家族が安心して地域で暮らし

ていけるよう、「医療的ケアを必要とする障がい児・者の支援拠点構築事業」

を独立行政法人国立病院機構三重病院に委託し、地域における医療的ケア児者

の支援体制の構築の推進に取り組んでいるところです。 

そしてこの度、本事業における取組みのひとつとして、現在、医療的ケア児

者の支援を行っている地域資源を把握するための調査を行うことといたしま

した。 

つきましては、ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、平成２９年２月２２日（水）

までに、別添様式により、ＦＡＸにてご回答いただきますようよろしくお願い

いたします。 

なお、関係機関におかれては、医療的ケア児者の地域支援体制の構築にご協

力いただきますようお願いいたします。 

 

※このアンケートにおける「医療的ケア」は、下記の行為とします。 

人工呼吸器の管理、ネブライザーの使用、発作時の坐薬投与、気管切開部の

処置、摘便、経管栄養（経鼻）、鼻咽頭エアウェイの使用、浣腸の使用、経管

栄養（胃瘻）、O2吸入又は SpO2の測定及び管理、継続する透析(人工透析)、経

管栄養（腸瘻）、気管切開からの痰の吸引、継続する透析(腹膜透析)、IVH（中

心静脈栄養）の使用、口腔、鼻腔からの痰の吸引、人工肛門の管理、導尿 
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事業所区分

事業所名：

事業所の所在する市町名：

記入ご担当者　所属：　　　　　　　　　　　　　氏名：

設問１

(　　　　)

(　　　　)

(　　　　)

設問２ 医療的ケアを有する利用者は何名登録されていますか？ ⇒設問３へ

設問３

（　　　）人工呼吸器の管理 （　　　）ネブライザーの使用 （　　　）発作時の坐薬投与

（　　　）気管切開部の処置 （　　　）摘便 （　　　）経管栄養（経鼻）

（　　　）鼻咽頭エアウェイの使用 （　　　）浣腸の使用 （　　　）経管栄養（胃瘻）

（　　　）O2吸入又はSpO2の測定及び管理 （　　　）継続する透析(人工透析) （　　　）経管栄養（腸瘻）

（　　　）気管切開からの痰の吸引 （　　　）継続する透析(腹膜透析) （　　　）IVH（中心静脈栄養）の使用

（　　　）口腔、鼻腔からの痰の吸引 （　　　）人工肛門の管理 （　　　）導尿

（　　　）その他　【　                                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

現在はいないが、受入可能である。 ⇒設問３へ

貴事業所の利用者の医療的ケアとして、該当する行為に全て○をつけてください。
なお、現在利用者がいない場合でも受入れが可能な場合は、対応できる行為全てに◎をつけて下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒設問４へ

就学前（0～6歳） 就学児(6～18歳未満) 成人（18歳～64歳未満） 65歳以上

　　　　　　　　　名 　　　　　　　　　　　名 　　　　　　　　　　　名 　　　　　　　　　　　名

いる。 ⇒設問２へ

いない。または、受入れが難しい。 ⇒設問５へ

「医療的ケアを必要とする障がい児・者」にかかる
地域資源等の把握に関するアンケート調査

※基事業所の事業所名、所在する市町名をお書き下さい。

相 談 支 援 事 業 所

貴事業所に医療的ケアを有する利用者は、みえますか。

※なお、服薬管理のみの場合は、　「いない」　をお選び下さい。

※全ての設問は、平成29年2月1日現在で

記入してください。
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設問４

(　　　) 家族との関わり       

(　　　) 医療関係者との連携や関わり

(　　　) 幼稚園、保育園、学校との連携や関わり

(　　　) 医療的なサービス、手続きが分からない

(　　　) 医療的なことを相談できる病院等専門的な相談機関が無い

(　　　) 福祉サービスには結びつかず相談支援につながらない事が多い

(　　　) 病院、市町、相談支援等で協議を行う場がない。(ネットワークの不足)

(      ) 医療的ケアを有する方が利用できる事業所が少ない、または無い

(　　　) 短期入所(レスパイト)を受け入れてくれる事業所が少ない、または無い

(　　　) その他(上記の具体的な内容含む)

設問５ 受入れが難しい理由に全て○をつけてください。　⇒　設問６へ

(　　　) 利用の希望や相談が無い (　　　) 設備の不足

(　　　) 看護師の確保が難しい (　　　) 夜間体制（主に職員）の問題

(　　　) 医師・医療機関との連携が難しい (　　　) 送迎の問題

(　　　) 医療的ケア中の事故等のリスクが大きい

(　　　) 福祉制度の課題（報酬不足など運営に関する課題）

(　　　) 職員の研修等の費用の捻出、人員の確保が難しい

(　　　) 受け入れのための職員に必要な研修を受講する機会が無い

(　　　) その他　

　

　

設問６

(　　　) 希望する 　⇒　下記に○をつけて下さい。 (　　　) わからない

(　　　) 希望しない

医療的ケアを有する利用者のサービス等利用計画を作成する上で困難に感じることや、課題があれば
お聞かせください。

（該当する理由に全て○をつけ、具体的な内容があればその他の項目に記入してください。）　　⇒設問６へ

医療的ケアを必要とする障がい児・者に関して、どのような内容の研修会を希望しますか。(複数回答可)
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(　　　) 医療的ケアの基礎知識 (　　　) 発達・療育活動(遊び)について

(　　　) 医療制度について (　　　) 医療的ケアを行う福祉施設の見学

(　　　) リハビリについて(姿勢・摂食等) (　　　) 当事者からの話（親の体験談）

(　　　) その他　

　

　

 設問７ 　その他ご意見等がございましたらご記入お願いします。
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事業所区分

事業所名：

事業所の所在する市町名：

記入ご担当者　所属：　　　　　　　　　　　　　氏名：

設問１

(　　　　)

(　　　　)

(　　　　)

設問２ 医療的ケアを有する利用者は何名登録されていますか？ ⇒設問３へ

設問３

（　　　）人工呼吸器の管理 （　　　）ネブライザーの使用 （　　　）発作時の坐薬投与

（　　　）気管切開部の処置 （　　　）摘便 （　　　）経管栄養（経鼻）

（　　　）鼻咽頭エアウェイの使用 （　　　）浣腸の使用 （　　　）経管栄養（胃瘻）

（　　　）O2吸入又はSpO2の測定及び管理 （　　　）継続する透析(人工透析) （　　　）経管栄養（腸瘻）

（　　　）気管切開からの痰の吸引 （　　　）継続する透析(腹膜透析) （　　　）IVH（中心静脈栄養）の使用

（　　　）口腔、鼻腔からの痰の吸引 （　　　）人工肛門の管理 （　　　）導尿

（　　　）その他　【　                                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

貴事業所に医療的ケアを有する利用者は、みえますか。

※なお、服薬管理のみの場合は、　「いない」　をお選び下さい。

「医療的ケアを必要とする障がい児・者」にかかる
地域資源等の把握に関するアンケート調査

※基事業所の事業所名、所在する市町名をお書き下さい。

障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所

就学児(6～18歳未満) 成人（18歳～64歳未満） 65歳以上

　　　　　　　　　名 　　　　　　　　　　　名 　　　　　　　　　　　名 　　　　　　　　　　　名

いる。 ⇒設問２へ

現在はいないが、受入可能である。 ⇒設問３、及び設問６、７をご回答下さい。

いない。または、受入れが難しい。 ⇒設問５へ

貴事業所の利用者の医療的ケアとして、該当する行為に全て○をつけてください。
なお、現在利用者がいない場合でも受入れが可能な場合は、対応できる行為全てに◎を記載して下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒設問４へ

就学前（0～6歳）

※全ての設問は、平成29年2月1日現在で

記入してください。
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設問４

居宅介護 名 名 名 名

重度訪問介護 名 名 名 名

ショートステイ（宿泊） 名 名 名 名

ショートステイ（日帰り） 名 名 名 名

療養介護 名 名 名 名

生活介護 名 名 名 名

障害者入所支援 名 名 名 名

共同生活援助 名 名 名 名

児童発達支援センター 名 名 名 名

児童発達支援 名 名 名 名

放課後等デイサービス 名 名 名 名

保育所等訪問支援 名 名 名 名

福祉型障害児入所施設 名 名 名 名

医療型障害児入所施設 名 名 名 名

移動支援 名 名 名 名

日中一時支援 名 名 名 名

訪問入浴 名 名 名 名

設問５ 受入れが難しい理由に全て○をつけてください。　⇒　設問６へ

(　　　) 利用の希望や相談が無い (　　　) 設備の不足

(　　　) 看護師の確保が難しい (　　　) 夜間体制（主に職員）の問題

(　　　) 医師・医療機関との連携が難しい (　　　) 送迎の問題

(　　　) 医療的ケア中の事故等のリスクが大きい

(　　　) 福祉制度の課題（報酬不足など運営に関する課題）

(　　　) 職員の研修等の費用の捻出、人員の確保が難しい

(　　　) 受け入れのための職員に必要な研修を受講する機会が無い

(　　　) その他　

　

　

　医療的ケアを有する利用者は何名登録されていますか(重複可）

　該当する事業種別に人数をご記入ください。（重複可）　　　　　　　 　　　　　　　　　⇒設問６へ

就学前（0～6歳） 就学児（6～18歳未満） 成人（18～64歳未満） 65歳以上
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設問６

(　　　) 希望する 　⇒　下記に○をつけて下さい。 (　　　) わからない

(　　　) 希望しない

(　　　) 医療的ケアの基礎知識 (　　　) 発達・療育活動(遊び)について

(　　　) 医療制度について (　　　) 医療的ケアを行う福祉施設の見学

(　　　) リハビリについて(姿勢・摂食等) (　　　) 当事者からの話（親の体験談）

(　　　) その他　

　

　

 設問７ 　その他ご意見等がございましたらご記入お願いします。

医療的ケアを必要とする障がい児・者に関して、どのような内容の研修会を希望しますか。(複数回答可)
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平成２９年３月 

三重県健康福祉部障がい福祉課 
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